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１．はじめに

　筆者は先に文献１および２において、平安

末・鎌倉初の公 、九条兼実の日記『玉葉』

に見られる惑星現象の記事を検討した。その

結果、天変に対する吉凶の判断が往々にして

選択的恣意的であり、時として作為的でさえ

あることが窺われた。つまり、社会的立場や

人間関係が異なれば、同じ天象を別の見方で

見ている可能性がある、ということである。

　実際には、ある一つの天象に対して複数の

史料に言及がある例は多くないのであるが、

ほぼ同じ時期で、かつ立場を異にする史料を

比較対象として採り上げてみれば、共通点や

相違点が見出されるであろう。その意味で、

平家の公達の日記が残っていれば、すこぶる

興味深い対比が見られたに相違ないけれど、

奈何せん無い袖は振れぬ、周知の如く、悉く

西海の藻屑と消えてしまった。

　そこで本稿では、鎌倉武家政権の史籍『吾

妻鏡』に見られる惑星現象の記事を検証し、

併せて若干の考察を行う。鎌倉でも天文占や

天変御祈が行われたか？　坂東武者は天変に

慄いたのか？　そういった事柄について見て

ゆきたい。

２．『吾妻鏡』について

　まず、『吾妻鏡』について、そのあらましを

記しておく。

　『吾妻鏡』は、鎌倉幕府の立場に立って編纂

された歴史書である。治承４年（１１８０）の源

頼政挙兵から文永３年（１２６６）の６代将軍宗

尊親王帰京まで、つまり幕府の草創期から中

期までを編年体で記述しているが、途中に１２

か年分の欠落がある。完成に至ったものか未

完のものかは明らかでない。前後二部に分か

れて成立したとする説があり、これに従うな

らば、前半部は文永年間（１２６４～７５）、後半部

は正応～嘉元年間（１２８８～１３０６）にそれぞれ

編纂されたという。しかし、この説の蓋然性

については疑問の声も強く、なお検討を要す

る。いずれにせよ、１４世紀初頭までに成立し

たことは確かであろう。材料として、公家や

寺社の日記・記録類、寺社や御家人から提供

された文書類、幕府機関の記録・文書など、

厖大な資料を用いており、『平家物語』や『金
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槐和歌集』のような文学作品までも参照して

いる。

　さて、『吾妻鏡』が基本中の基本史料である

ことは間違いないが、制約や限界もいくつか

指摘される。それは、

　● 幕府が関与しない限り、朝廷や非御家人

に関わる記述がない。

　● 幕府関連であっても、都や西国で発生し

た事件は、ほとんど記述されない。

　● 体裁を整理するための作為がある。

　● 不手際による年月の誤りがある。

　● 材料に対する吟味が十分でない。

　● 政情を反映した改竄、隠蔽がある。

などである。したがって、その記事を無批判

に用いることはできないものの、十分な史料

批判を伴うならば、一級にして不可欠の文献

たること、動かし難い。その点、天体現象の

実否は、天文学の力によって精密かつ客観的

に検証できるから、当該記事が事実をありの

ままに記したものか、それとも何らかの作為

が籠められているかを見分けやすい。史料の

記述態度とか、背後にある編纂意図といった

ものを考察するうえで、まことに適当な題材

なのである１。

３．『吾妻鏡』に見える惑星の記事

　『吾妻鏡』の中で惑星現象について記した箇

所は７０件以上ある。以下、個別の記事の検討

に入ろう。前稿と重複する点が多いが、例言

を挙げておく。

　● 紙幅の都合と、文献１との対比という目

的から、火星の記事を中心とし、他の惑

星については省いたものも多い。採り上

げた記事の件数は５０件である。

　● 本文は新訂増補国史大系（文献３）を用

いた。その底本は北条本である。

　● 各条、年月日に続く括弧内は、対応する

ユリウス暦日と、刊本の頁数である。

　● 記事本文中の括弧（　）は原文において

小字もしくは小字双行（割注）となって

いることを、〈　〉は引用者の補った字句

であることを、それぞれ示す。

　● 五惑星の古名は、水金火木土の順に、辰

星、太白（大白）、 惑、歳星、鎮星（填、

陳、陣なども用いる）である。

　● 考察の文中では、とくに断らない限り、

日付は和暦、時刻は２４時間制を以って記

す。

　● 十二支による時の表記は、子刻が２３時か

ら１時までで、０時を正刻とする。以下、

同様に、

　　　丑…１時～２時～３時

　　　寅…３時～４時～５時

　　　卯…５時～６時～７時

　　　（日中は省略）

　　　酉…１７時～１８時～１９時

　　　戌…１９時～２０時～２１時

　　　亥…２１時～２２時～２３時

　　となる２。

　● 古天文学では１尺が角距離１度（６０分）

に対応する３。１寸はその十分の一であ

るから６分に相当する。「犯」は、二つの

天体が７寸（４２分）以内に近付くことを

いう（一部の天体では１尺以内）。

　● 天文シミュレータとして、前稿同様、ア

ストロアーツ『ステラナビゲータ』Ver.6

を用いた。逐次、更新を適用したので、

現在Ver.6.1eである。

　● 他の星や星座の古名の同定には、文献

４・５を参照した。

【１】建久６・１０・３（１１９５・１１・６　②５４９）
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天文博士〈安倍〉資元朝臣去月十七日書状参

着。太白
� �

変事。所副進一巻勘文也。

　天文博士安倍資元の書状が鎌倉に到着し、

天変が知らされたことを伝える。「太白変」と

のみ記しているが、これは金・火が接近した

もの。当時、両惑星は太微垣（しし座、かみ

のけ座、おとめ座を含む天域）を順行中で、

９月８日に黄経合となり、金星の北０.２度に

火星が位置して犯となった。『玉葉』９月７日

条に「近日」としてこのことを掲げ、１０日条

に資元が天文密奏を進め、御祈の修せられた

ことを記す。鎌倉でこれをとくに何かの前兆

と受け止めた形跡はないが、京都では平氏の

残党の動きが続いており、平穏とは言い難い

情勢であった。

　おそらく勘文には、幕府に報ずべき内容が

含まれていたに違いない。問題は、在鎌倉の

天文道は、このことに注意しなかったのか、

という点である。後に見るごとく、鎌倉でも

天文道の人々の計算精度は京都に劣らない。

鎌倉の陰陽師がこの天変に気付かなかったの

ではなく、あえて報告するには及ばぬと判断

したものと解釈したい。

【２】建暦元・１１・１（１２１１・１２・７　②６５９）

晴。寅剋。太白
� �

凌犯房上将星（相去六寸許）

之由。司天等申之。

　金星が房宿上将星（さそり座ベータ星）を

犯した。寅刻に６寸（３６分）とあるが、この

値は適切。鎌倉では３日未明、永福寺を焼く

火災があり、当夜、「天変の事に依り」として

祭供を行った４。

【３】建保２・５・１５（１２１４・６・２４　②７１１）

晴。寅刻。月犯太白
� �

（相去三尺所）之由。司

天等申之。

　寅刻に月が金星を犯し、その距離は３尺で

あったという。実際には両者は黄経にして

１３０度以上も離れており、この記事は不審で

ある。しかし、これを作為と見て連想される

ような事件もとくに見当たらず、単なる錯簡

の可能性が高い（実は底本の脱欠を補完した

部分にある）。

【４】建保２・１０・２７（１２１４・１１・３０　②７１４）

晴。寅刻。月犯太白
� �

（相去一尺五寸所）相並

及辰刻見之由。司天輩申之。

　【３】と同様、寅刻に月が金星を犯したとい

うが、こちらは的確。月齢２６の細い月の北縁

に金星が寄り添って見え、たしかに寅刻の頃、

１尺３～６寸を隔てる。月の欠けている側に

星が位置して、さながら千葉氏の用いる月星

紋のような様子であった。辰刻に及んでなお

見えたという点も首肯できる。この日、鎌倉

の日出は６時４０分近いから、有明の月と金星

とが並んで観望されたであろう。続く記事で

は、京において和田合戦の余類が一掃された

ことを記す。これは前年、和田義盛が北条義

時に反して敗死した後、その残党が前将軍頼

家の子を擁立しようと企み、在京武士に未然

に鎮圧された事件を指す。明言してはいない

ものの、天変と人事の連動を意識した叙述と

見られる５。

【５】建保３・１１・２０（１２１５・１２・１２　②７１８）

晴。戌刻。太白
� �

 犯哭星第一星（七寸所）６。

【６】建保３・１１・２１（１２１５・１２・１３　②７１８）

霽。亥刻。太白
� �

犯哭星第二星（七寸所）由。陰

陽少允〈安倍〉親職参申御所之間。将軍家於

南面御覧之。

　【５】・【６】は連続した天変である。金星が

哭星第一星（やぎ座ガンマ星）、第二星（同デ
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ルタ星）に相次いで接近した。２０日の天象は

両星の角距離が２０時前後に３３分（５寸余）、２１

日のほうは日付が変わって深夜２時頃に４２分

（７寸）と計算されるゆえ、概ね正しいと言え

るけれども、鎌倉では２０時前に西南西に没す

るので、記載の刻限は計算上のものである。

実際に将軍実朝が見たのは、２１日の酉刻、南

西の空に相違ない。全体の印象は、さまで不

吉とか異変などと感じていないように見える。

【７】建保３・１２・１５（１２１６・１・５　②７１８）

晴。亥刻。金木
� �

同度。同時地震。

【８】建保３・１２・１９（１２１６・１・９　②７１９）

晴。戌刻。太白
� �

犯歳星
� �

（相去九寸所）。

　【７】・【８】もまた連続した天象で、金・木

の接近である。【７】には「同度」とあるが、

角距離にして３度ほど隔たっており、また２０

時３０分頃に没して亥刻には見えないから、こ

れも実視観望の記録ではない。

　一方、【８】の記事は、この当日、両惑星の

黄経合となり、９寸という値も的確である。

この間、１６日に司天らが勘文を捧げた。

「連々の天変」は「将軍家、殊に御謹慎あるべ

きの変なり」という内容であった。３０日に天

変御祈を行っている。

【９】承久３・５・１８（１２２１・６・９　②７６６）

霽。寅剋。太白星
� � �

陵犯  
  

●
�

惑星
� �

（二尺所云々）。

　金が火を犯した記事。おうし座を順行中の

両惑星は、この日の夜明け前、２.３度ほどに近

付いた。最接近は４日前の未明で、角距離

１.５度。もともと犯とは、７寸（０.７度）以内

に接近することをいうので、厳密に言えば、

これでも犯ではない。しかし周知のごとく、

時あたかも承久の乱の真最中である。１４日に

後鳥羽上皇は西園寺公経父子を幽閉、翌日、

北条義時追討の宣旨を下した。急報に接した

幕府は２２日、泰時・時房らを京都に向けて進

発させる。１９日には北条政子が御家人らに檄

を飛ばしている。そういう時である。本来な

らば犯とするに当たらない天象を、しかも最

接近の日でない日付に係けて記載していると

ころに、この記事の含蓄があろう。公家の日

記のようには明言せぬものの、『吾妻鏡』の世

界でも、やはり天変は人事を反映するものと

受け止められていると言える。

【１０】貞応２・９・２（１２２３・９・２７　③１０）

戌刻。太白
� �

犯歳星
� �

（相去二尺七寸所）。

【１１】貞応２・９・３（１２２３・９・２８　③１０）

戌刻。月犯太白
� �

（相去三尺所）。

　この２件は、２日に金が木を犯し、３日に

月が金を犯したという。いずれも概ね適切な

記述であるが、前者は２尺７寸、後者は３尺

といい、犯とすべきものではない。しかし、

続く４日には月による心宿心前星（さそり座

シグマ星）の星蝕があり、５日と１０日に天変

御祈が行われた。当月２６日に鎌倉大地震の記

事が見える。

【１２】貞応２・１１・１（１２２３・１１・２４　③１３）

戌刻。歳星
� �

犯辰星
� �

。又  ●
  �

惑
�

入大微之由。司天

之輩申之。

　木が水を犯し、また火星が太微に入ったと

いう。たしかに計算上では戌刻頃に木・水が

黄経合となる。しかし、実際には地平線下で

戌刻には見えない。これも明らかに計算上の

報告で、逆に当時の司天が（実視観測の結果

だけでなく）天体位置計算に基づく知見をも

報告していたことがわかる７。距離も９寸ほ

どゆえ、厳密には犯ではない。

　また火星の変のほうは、火星が太微右垣の
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上将星（しし座シグマ星）と右執法星（おと

め座ベータ星）との中間付近にある。記述は

適切だが、これも地平線上に現れるのは夜半

過ぎである。７日に天変御祈を始めた記事が

見える。

【１３】貞応２・１１・１９（１２２３・１２・１２　③１３）

戌刻。太白星
� � �

犯哭星第一星。前右京亮重宗申

之８。

　金星の変。哭第一星（やぎ座ガンマ星）を

犯した。６寸以内に接近するから、これは犯

としてよい。沈むのも２０時頃なので、戌刻に

西天低く観望される。とくに何か人事との関

連は述べられていないものの、次の【１４】に

ある「近日、天変、頻りに示す」の一つであっ

たことは疑いを容れない。

【１４】貞応２・１１・３０（１２２３・１２・２３　③１３）

晴。子刻雷電。風雨殊甚。今日御所造営事。

猶被経評議。被召陰陽師等被尋問。国道朝臣。

知輔。親職。晴賢。泰貞。信賢。晴茂。以上

七人皆参。各占申不快之由。就中。近日天変

頻示。歳星
� �

犯房星。本文之所載。五星
� �

犯房。

人進失度云々。明年御歳七。令当計都星給。

旁不可有御作事之由。国道朝臣申之云々。此

事。猶仰六波羅。可被問于京都陰陽師等

云々９。

　御所の造営に関して陰陽師が召され、吉凶

について答申している。実朝の暗殺によって

源氏の将軍が途絶えた後、九条兼実の曾孫に

当たる頼経（幼名三寅）が京から下向した。世

にいう摂家将軍で、この御所はその三寅のた

めのものである１０。占文によれば、木が房宿

（さそり座西部）を犯したという。正に当日と

記すわけではないが、この日の早朝、木は房

宿上将星（さそり座ベータ星）の南３寸に接

近して犯となる。そして、木星に限らず、五

惑星が房宿を犯すときは「人、進みては度を

失う」といい、新たに物事を始めることを戒

めている。この記事は、鎌倉の武家社会にお

いても、重要事項の決定に際して天文占が行

われたことを示す好史料である。さらに、六

波羅探題を通じて京都の陰陽師らにも問うべ

きであると言っている。技術的には決して引

けをとらないように思われるが、在鎌倉の陰

陽師は一ランク下がるものと見られていたこ

とが窺われる１１。

【１５】貞応２・１２・２０（１２２４・１・１２　③１４）

霽。…。今夜子刻。月与  ●
  �

惑
�

同変（相去二尺

三寸所）。

【１６】貞応３・正・５（１２２４・１・２６　③１５）

晴。…。戌刻。月与太白
� �

同変由。司天等申之。

　【１５】は月火、【１６】は月金、それぞれの接

近で、いずれも適切な記述である１２。天変御

祈などのことは見えない。

【１７】貞応３・７・４（１２２４・７・２１　③１９）

晴。今暁。太白
� �

陵井鉞之由。有司天等告。

【１８】貞応３・７・６（１２２４・７・２３　③２０）

今暁。太白
� �

入井中。戌刻。月犯火（相去一尺

五寸所云々）。

　まず【１７】は金星による井宿鉞星（ふたご

座エータ星）陵犯。続く【１８】は金星が井宿

距星（同ミュー星）に１尺２寸まで接近した

ことに対応する１３。さらに、月が火を犯した

記述も適切。このほか９日には月が心中央星

（さそり座アルファ星）を犯した記事もあり、

１１日、北条政子は天変御祈を行わせた。

【１９】貞応３・８・１９（１２２４・１０・３　③２２）

晴。京都使者参。去十一日。左府（家通。近

坂東武者は惑星の変を怖れたか



衛殿下御嫡子）薨給（年廿一）之由申之。自

今月六日御病気云々。去七日。  ●
�

惑星
� �

犯歳星
� �

之変者。大臣慎也。旬内符合之旨。司天等申

之云々。

　左大臣近衛家通が２１歳の若さで没したとの

知らせが京からもたらされた。それに付随し

て、７日に火が木を犯す変のあったことを記

載している。距離は２尺５寸ほどながら、一

応、適切な記述といってよい。大臣の慎みと

される凶兆が１０日も経たぬうち（旬内）に実

現して、驚きを隠せない様子である１４。

【２０】貞応３・９・１３（１２２４・１０・２６　③２３）

晴。戌刻。  ●
�

惑
�

犯南斗之由。司天申之。

　火が南斗（斗宿。いて座中東部）を犯した

という。この日、南斗第五星（いて座ラムダ

星）の北西９寸にあり、翌日には黄経の合、

７寸まで近付いて犯となった。

【２１】貞応３・９・１６（１２２４・１０・２９　③２３）

陰晴。寅刻。太白
� �

犯辰星
� �

云々。今日。流鏑馬

已下神事如例。相州〈相模守北条時房〉参宮

同昨日。

　金が水を犯した。このとき、両者の距離は

９寸。亢宿（おとめ座東部）にあって、未明

に並んで昇ってくる。しかし神事は例の如く

行われ、時房も前日に続いて参宮した。この

神事は幕府の年中行事の一つ、鶴岡八幡宮の

放生会で、８月１５日を定例とするが、６月に

執権義時が没したため、延期されていた１５。

【２２】元仁２・３・２４（１２２５・５・３　③２８）

日来。太白
� �

経天。為変異之由。司天等依申之。

今日被行御祈。民部大夫〈二階堂〉行盛為奉

行云々。

　「太白経天」は、金星が日中、中天を経過す

るのが見えたことをいう。中国では『漢書』

高后６年紀（前１８２）以来、兵革や下剋上の凶

兆として注意されてきた。しかし、いかに明

るい金星でも、それは最大離角（太陽から最

も離れるとき）の前後４０日ほどの期間に限ら

れる。記事の頃の離角は２７度で、最大離角

（４６度）に達するのは６月下旬。現に、朝鮮で

は６月２８日に係けて記載しており、このほう

が適切である（『増補文献備考』高麗高宗１２年）。

３月下旬に観望できた可能性は低く、やや不

審に思われる１６。即日、天変御祈が行われた。

なお、藤原定家の『明月記』には、この春、

疫病流行の記事がある。

【２３】嘉禄元・１０・２７（１２２５・１１・２８　③３５）

晴。国道朝臣参武州〈武蔵守北条泰時〉御亭。

申云。今暁。太白
� �

入 。御慎文分明歟。随而

日来天変連々出現訖。御所営作事。可被延引

歟云々。仍被行御占。可有何年御沙汰哉之趣

也。可為今年之由各占申。重宗今明年共不可

然之由申之。晴賢申云。造内裏以下作事。天

変不憚之上。明年若君御年九。不可有御造作

之御年也。早今年可被始成風之功云々。彼是

共尾藤左近将監景綱為申次云々。

　安倍国道が執権泰時の亭に参上し、金星が

 宿（てんびん座）に入ったことを告げた。

【１４】に見た御所造営につき、凶兆ゆえ延期す

べしと進言している。そこで他の陰陽師にも

占わせたところ、重宗だけは当年も翌年も不

可としたのに対し、大勢は当年を可とするも

のであった。晴賢に至っては、内裏の造作で

さえ天変を憚らないのだから…という。

　この天象は、金星がてんびん座の四辺形の

中に入り、 宿距星のアルファ２星に５.５度

まで接近したことを指す。しかし、最接近は

７日前で、そのとき４.６度、四辺形に入ったの
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は１５日も前、という点が腑に落ちない。国道

の進言はタイミング的に絶好でもなく、天変

としての異常感にも乏しい。そして他の陰陽

師は、翌年の年回りによる禁忌を、より重視

している。『玉葉』にもしばしば見られたよう

に、ある天象を凶とするか否かは多分に陰陽

師（天文道）の判断に委ねられており、それ

は鎌倉でも同様であったらしい。深読みの謗

りを恐れずに言うならば、国道や重宗の背後

には新御所造営を可とせぬ一派の策動があっ

たことも想定される１７。

【２４】嘉禄２・正・２５（１２２６・２・２３　③４２）

晴。今暁。歳星鎮星太白
� � � � � �

三星犯合云々。有御

慎文之由。司天申之。及勘文云々。

　木・土・金の三惑星が未明の東天に集って

見えたもの。『明月記』同日条にも概ね精確な

記載がある。木土間は１.０度、木金間は２.８度

で、ほぼ一直線に並ぶ。とは言え、三者が最

も近付くのは３日後の２８日で、また金はやや

離れてしまうものの、木土はなお接近を続け、

２月７日には重なってしまう、などのことは

出てこない。殊更にこの日付なのは、翌々日

に実現する頼経への将軍宣下と無関係ではあ

るまい。やはり天文占の勘文申告には「タイ

ミング」があるのである１８。

【２５】嘉禄２・１１・３（１２２６・１１・２３　③４７）

晴。…。戌刻。月犯太白星
� � �

（相去二尺余）。

【２６】嘉禄２・１１・４（１２２６・１１・２４　③４７）

快霽。…。戌刻。  ●
�

惑星歳星
� � � �

犯之云々。

【２７】嘉禄２・１１・５（１２２６・１１・２５　③４７）

晴。戌刻。月凌犯鎮星
� �

。月犯  ●
�

惑
�

星
�

。亥刻。

月歳星
� �

犯之。

　惑星の変が続く。３日、月が金を犯した。

「二尺余」と記すが、実際には３.１度。４日に

は火が木を犯し、３.５度。しかし７日後に０.４

度まで近付くことには触れていない。５日、

月が三惑星を相次いで犯した。戌刻、月土間

は２.６度。  ●惑星を犯すとあるのは月による

火星蝕で、鎌倉では２０時２０分頃、月の後ろに

火星が隠れた。間もなく月没となり、火星再

現は観望できない。したがって、亥刻に月が

木星を犯すというのも計算上の話で、子刻過

ぎに１寸以内まで近付いたが、地平線下であ

る。前月２７日から将軍頼経が病臥、連日、祭

供が行われ、１３日に至ってようやく快復の兆

しが見えた。

【２８】嘉禄２・１２・４（１２２６・１２・２４　③４７）

晴。戌刻。月犯火
�

。金
�

犯木
�

（二寸所）。

　月が火星を犯した。戌刻頃には火星が月の

南西２尺ほどのところにある。また、金星が

木星を犯したほうは、戌刻には地平線下で、

距離も２尺以上あり、「二寸」は不審。実視で

きないことを逆手にとった、意図的な誤報で

ある可能性も否定できない１９。

【２９】嘉禄３・正・３（１２２７・１・２１　③４８）

霽。…。戌刻。太白
� �

犯  ●
�

惑
�

星
�

（相去二尺余）。

【３０】嘉禄３・正・１１（１２２７・１・２９　③４８）

霽。戌刻。太白
� �

  ●
�

惑
�

星
�

掩犯２０。

　金星が火星を犯した。３日の戌刻に距離は

３.６度あり、「二尺余」はやや正確を欠くが、１１

日に黄経合、１寸以内まで近付いたから、こ

ちらは的確。１４・１５の両日、地震の続いた記

事がある。

【３１】嘉禄３・正・２８（１２２７・２・１５　③４９）

霽。自去十六日。  ●
�

惑
�

増光芒気盛之由。天文

道申之云々。

　火星が光を増したという。このとき火星は

坂東武者は惑星の変を怖れたか



日没後の西天に光度１.３等で見えたが、最大

光度の－３等には遠く及ばず、天文学的には

説明のつかない記事と言える。『吾妻鏡』２月

８日条によると、鎌倉に火災があり、「幕府東

西人家等并武州納所」を焼いたとある。幕府

付近の民家や泰時邸などが罹災した。これと

関連する作文とも見られる２１。あるいは４月

２２日、京都では造営中の内裏が焼けるという

事件もあった（『百錬抄』）２２。

【３２】嘉禄３・９・２（１２２７・１０・１３　③５９）

晴。金火
� �

迫犯之由。天文道等属周防前司〈中

原〉親実。捧連署勘文云々２３。

　金星と火星の接近で、この日の未明、７寸

ほどに近付き、犯。さらに翌朝は黄経の合、

１寸以内となった。前月末から将軍頼経が風

疹を病んでおり、また３日に鎌倉を大地震が

襲った。

【３３】安貞２・１０・２５（１２２８・１１・２３　③８１）

霽。去廿二日。火土
� �

相犯之由。天文道献勘文。

周防前司〈中原親実〉。後藤左衛門尉〈基綱〉等

披露之云々。

　２２日に火星が土星を犯したという勘文であ

るが、このときの距離は１.８度。むしろ、この

記事の日付のほうが５寸以内に近付き、犯と

なるから適切。中国の『宋史』天文志は２４日

に係ける。翌日すぐに沙汰があり、３０日に天

変御祈が始められた。

【３４】寛喜４・正・５（１２３２・１・２８　③１１３）

未刻。月犯太白
� �

経天（相去四寸所）。去貞応三

年四月七日有此変。同六月十三日右京兆〈義

時〉卒亡。凡和漢共非佳例。而今依為年始。

天文道不出言云々。

　月が金星を犯し、昼も見えたという。この

とき、金星は太陽の東、最大離角に近く位置

しており、月との距離は０.５度。したがって

この記事は適切で、見えた可能性も高い。

　一方、貞応３年（１２２４）４月７日にもこの

変あり、というのは、月と金星は９０度以上離

れていたから、太白経天だけのこと。太陽か

らの離角は３３度ほど、朝鮮の『増補文献備考』

にも「太白昼見」とあり、実視できたと考え

てよい。ただし、『吾妻鏡』当日条には記述が

ない。

　続く「六月…」は、執権北条義時の死去を

指し、金星が昼見えたという天変から要人の

死を連想していることを知る、貴重な記述で

ある。しかしながら、今は年始ゆえ申告はし

ないとも言う。貞応３年の凶例があるので、

言明することにより、実際に生起するのを恐

れたものと考えられる。

【３５】寛喜４・２・８（１２３２・３・１　③１１４）

天霽。戌刻。月犯天関并太白
� �

犯婁星。為希代

重変之由。天文道驚申云々。

　月が天関（おうし座ゼータ星）を、金星が

婁宿距星（おひつじ座ベータ星）を犯した。前

者は１.３度、後者は２.３度。希代の重変という

ほど深刻ではない。前日来、将軍頼経の室が

病臥している。

【３６】貞永元・７・８（１２３２・７・２７　③１１６）

天晴。今暁寅剋。太白
� �

犯東井。是安徳天皇没

西海給宝釼紛失時変也。天子浮船失珍宝文之

由。天文道申之云々。

　金星が東井（井宿。ふたご座）を犯した。具

体的な星名は不明だが、井宿にいることは正

しい。安徳以下の文言は、『玉葉』元暦元年

（１１８４）６月２４日条に安倍広元の密奏案として

見える記述と一致する２４。今回も天文道の
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人々は、天皇の交替を予感していたのかもし

れない。現にこのあと１０月４日、後堀河天皇

は四条天皇に譲位して院政を布いた２５。この

記事は、『吾妻鏡』編者が（たとえ後知恵であ

るにせよ）太白の変と皇位継承とを関連付け

ていることを物語るであろう。

【３７】嘉禎２・６・２５（１２３６・７・２９　③１７６）

去夜々半。  ●
�

惑
�

現両変之由。天文道等属大膳

大夫〈中原〉師員申之云々。

　この記事は、「 惑、両変を現ずるの由」と

読める。このとき火星は、土星とともに畢宿

（おうし座）にあり、両惑星の距離が１.４度に

なった。それだけならば、「 惑犯鎮星」と記

すはずで、両変とは何かそれ以外の異変が見

られたことを言うのであろうが、意味不明で

ある２６。あるいは、犯よりも緩やかな合、さら

に緩い同舎などを「同変」というから、その

誤写かもしれない。

【３８】嘉禎２・９・１（１２３６・１０・２　③１８３）

天晴。子刻。  ●
�

惑
�

犯輿鬼星。

【３９】嘉禎２・９・８（１２３６・１０・９　③１８３）

  ●
�

惑
�

入犯鬼積尸星。

　火が輿鬼（鬼宿。かに座）に入った。１日

夜半には鬼宿距星（シータ星）から３度ほど

の位置にある。８日条の積尸星はエプシロン

星で、プレセペ星団と呼ばれる２７。直近２寸

のところを通過したから、記事は適切。１３日

に天変御祈を修している。

【４０】嘉禎４・７・１０（１２３８・８・２１　③２２７）

天霽。寅剋。  ●
�

惑
�

与鎮星
� �

同変之由。司天之輩

奉勘文云々。

　火星が土星の北１.１度付近まで接近した。

勘文の具体的内容はわからない。

【４１】嘉禎４・９・９（１２３８・１０・１８　③２２８）

寅剋。太白
� �

犯大微右執法星。同時。  ●
�

惑
�

犯軒

轅。戌刻。月犯歳星
� �

（相去一尺許）。又自亥剋

迄丑時。流星或七八尺。或三四尺。不知其員。

色白赤。

　ここには４件の天変がまとめて記載されて

いる。

　まず第一に、金が太微右執法星（おとめ座

ベータ星）を犯した。実際には、翌１０日の明

け方、６寸余のところを通過して犯。９日に

は１.５度ほどを隔てる。

　次に、火が軒轅大星（しし座アルファ星。

レグルス）を犯した。本文にいう「同時」（９

日未明）には距離は２尺余であるが、３日後

ならば１尺１寸ほどのところを通過する。軒

轅は黄帝（古代中国の伝説上の帝王）の名で

あり、天空にあっても帝王権力を象徴する星

として重要視された２８。

　次に、月が木星を犯した。この夜、黄経合

となるので、この記事は適切だが、３尺近く

隔たるから、「一尺許り」は首肯しかねる。

　最後は流星雨の記録。推測の域を脱しない

けれども、太陽暦１０月中旬以降に目につく流

星群としては、オリオン座流星群がある２９。

【４２】寛元２・１１・１２（１２４４・１２・１３　寛永

６０３）３０

天晴。今暁。  ●
�

惑
�

入犯 庫門星之由。司天等

申之。

　 宿（てんびん座）庫門星は未決。火星は

 宿距星（アルファ２星）から５寸の位置に

あったから、これを指すか。

【４３】寛元３・９・８（１２４５・９・３０　③３５２）

天晴。戌刻。  ●
�

惑
�

星
�

犯天関云々。

　  ●惑が天関を犯したというが、この記事は

坂東武者は惑星の変を怖れたか



不審。ふつう天関は畢宿にあって、おうし座

ゼータ星に比定される。しかし、このとき火

星は南西方向に見え、天関は真東よりもやや

北に見えるから、まったく位置が合わない。

天関は他に、角宿（おとめ座中央部）第二星、

北斗星、牽牛星を指したり、奎宿（アンドロ

メダ座）の別名として使われたりもするが、

いずれも該当せず、明解を得ない。

　強いて穿鑿するならば、前月１８日以来、頼

嗣が病臥しており、９月１４日に平復した。こ

のことが意識されている可能性もある。

【４４】寛元４・３・２４（１２４６・４・１１　③３５９）

天晴。…。今夜戌刻。大白
� �

犯  ●
�

惑
�

星
�

云々。

　金星が火星を犯した記事だが、このときの

両者の距離は３尺余で、少しく緩い。６日後

には１尺まで近付くので、それを指摘すべき

であった。天文道の人々の位置推算は決して

不精確なわけではなく、むしろ彼らの技術は

驚くべく精密である。さればこそ一層、なぜ

この日に記したか？と疑われる。執権経時は

２１日に病に倒れ、この前日２３日、弟時頼に執

権職を譲った。そのことが背景にあるのであ

ろう。

【４５】寛元４・１１・９（１２４６・１２・１８　③３７０）

天晴。今暁。  ●
�

惑
�

犯房的星。同太白
� �

犯 閇星

云々。

　火星が房宿的星（さそり座オメガ１・２星）

に０.８度まで接近し、金星が 閇星（鍵閉。さ

そり座ニュー２星）に１.２度まで接近した。翌

朝、それぞれ０.１度以内と０.４度に近付くから、

この記事も最接近の日に係けていないことが

知られる。この翌日、またしても将軍頼嗣が

病に罹った。

【４６】建長３・閏９・１６（１２５１・１１・１　④

４８８）

天晴。戌剋。天変出現。火曜
� �

芒悉見。人怪

之３１。

　「火曜芒」は火星の光芒と考えられるが、こ

のときの火星の光度は－０.１等程度と推算さ

れ、最大光度（－３.０等）には及ばない。怪し

み見るほどの光芒を生じたか、やや疑問であ

る。次の【４７】同様、藤原頼嗣から宗尊親王

への将軍交替劇に絡む一連の事件の伏線とし

て記述されている、と筆者は考える。

【４７】建長３・１０・２０（１２５１・１２・４　④４９１）

今夜。太白
� �

驚輿鬼。占文云。大将軍廃云々。

　金星が輿鬼（かに座）を犯したというが、

このとき金は房宿（さそり座西部）にあり、

全く合わない。 惑が輿鬼を逆行中なので、

その誤りとすることもできるものの、それは

ともあれ、明らかに将軍の交替と関連付けた

記述と見られる。

　この年１２月２７日、僧了行・矢作近親らが謀

反の疑いで断罪された。これは北条氏得宗政

治に対する敵対行為として受け止められ、２６

日に追捕、翌日すぐに死罪・配流という、有

無を言わさぬ処置であった。翌年２月２０日、

執権時頼と連署重時は、後嵯峨上皇の皇子を

将軍に迎えたい旨の使者を上京させた。この

ことは全く隠密裡に行われ、書状は時頼の自

筆であったとか、二人のほかに誰も知らな

かったなどと、『吾妻鏡』にさえ、いかにも工

作であったように記している。その煽りを受

けて将軍頼嗣は、要するに北条氏によって廃

され、宗尊親王が迎えられた。時頼は寛元４

年（１２４６）の宮騒動の際、名越光時の乱に連

座したとして将軍頼経を京に送還し、頼経の

父、九条道家を関東申次から更迭。かくて宮
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将軍を迎立し、ついに北条氏は得宗専制を実

質的に完成させたと言える。【４６】・【４７】のよ

うに、実際の天象との関連が疑問視される記

事にこそ、天変と人事を連動させて捉えてい

る人々の思いが現れているのである。

【４８】建長４・４・７（１２５２・５・１６　④５１２）

天晴。陰陽道奉勘文。近日。歳星
� �

増光色。々

潤沢明也。依為吉瑞勘申云々。和泉前司〈二

階堂〉行方持参御所。備上覧云々。

　近日、木星が増光するとの勘文を捧げたと

いうが、実際には普段と変わらなかったはず

と推算される。しかも観望できるのは暁で、

ほどなく日出を迎える。これより先、１日に

宗尊親王が鎌倉に着き、入れ替わりに３日、

頼経が鎌倉を発った。吉瑞との勘文は新将軍

に対する慶祝以外の何物でもない。

【４９】正嘉２・８・２８（１２５８・９・２６　④７０９）

晴。戌剋。  ●
�

惑
�

犯南斗第五星。同時大流星

（長四丈余四尺）。自乾至巽。

　火星が南斗第五星（いて座ラムダ星）を犯

した。当日は距離７寸ほどで犯、翌日はさら

に１寸以内にまで接近したから、この記事は

適切である。同時に記載されている大流星は

おそらく単発的なもので検証しかねるが、尾

の長さ四丈四尺（４４度）は、たしかに特筆に

値する。たとえば、オリオンの対角線の２倍

以上あり、まさに天空を切り裂くような姿を

見せたのであろう。

【５０】文永３・７・３（１２６６・８・４　④８７１）

天晴。暁。木
�

犯五諸侯第三星３２。自今暁。民

間不安。或破壊家屋。或運隠資財。是皆怖戦

場之故歟。巳一点。甲冑軍士揚旗。自東西馳

集。窺参相州〈北条時宗〉門外。…。

　木が五諸侯第三星（ふたご座イオタ星）を

犯したというが、実際は６尺も離れており、

全く犯ではない。やはり続く民心動揺、騒乱

の兆しという記事を引き出す前置として記述

されていると見たい。翌４日、得宗の時宗と

補佐役の執権政村は、時頼が苦心の末に迎立

した将軍宗尊親王を廃した。このうえ何をか

謂わんやという記事ではないか。

４．むすび

　以上、『吾妻鏡』に見える惑星現象の記事を

検討してきた。その結果、次のようなことが

窺われるであろう。

　● 『玉葉』とは異なり、一つ一つの記事に

対して、吉凶の判断や評価は明記してお

らず、一見、純然たる天象記録の如く読

まれる。

　● しかしながら、周囲の記事との脈絡の中

で見てゆくと、天変と人事とが互いに連

動するという意識をもって配されている

と解釈できる箇所が多い。

　● これは、『吾妻鏡』が二次的編纂史籍であ

るという、史料としての性格に基づくも

ので、同時に編者の編纂意識の表れと見

ることができる３３。

　● 少し積極的な言い方をすれば、それは生

起する事件の必然性、ひいては幕府や北

条氏による支配の正当性を、天体現象に

よって（天意として）説明せんとするも

のである３４。

　● 在鎌倉の天文道・陰陽師も、京のそれに

劣るものではなく、技術や計算精度は決

して低くはない。

　● にもかかわらず、天変として取り扱う判

断基準が、在京公家の日記よりも一層ゆ

るやかな場合が多々見られる。これは公

坂東武者は惑星の変を怖れたか



家以上に意図的に、天変を人事の説明に

援用したためと言えよう。

　表題に掲げた「怖
�

れたか」という問いかけ

に対し、結論として「畏
�

れた」と答えよう。間

接的なケースが多いとは言え、そのさまを示

すことができたと思う。『吾妻鏡』を読むであ

ろう人々が天変を畏れたればこそ、編者は記

事をかくの如く配置し、天意に基づく歴史の

展開として理解させようとしたのである。一

騎当千の坂東武者といえども、天に弓引くこ

とは、ようしなかった。それを結論として本

稿を閉じることとする。

注
１　天文学と歴史学との連携領域を年代学と呼ぶ。

在来の年代学は、記事の絶対年代を確認したり、

史料自体の信頼度を測ったりすることを主眼とし

た。その場合、天文学的に見て事実と言えないよ

うな記述には注意が払われなかった。筆者は、む

しろそういった記述にこそ、記者の意思が反映さ

れていると見て、それを探り出すというアプロー

チをとる。諸賢のご意見を賜りたい。

２　記事本文には十二支による時刻表記しか現れな

いので、いかにも大雑把な印象を受けるが、当時

の天文・暦道では、現在の時計で約１.３秒に相当す

る時間を最小単位として算出する。

３　二つの天体の見かけ上の距離は角度で表し、こ

れを角距離という。１度=６０分=３６００秒。

４　永福寺は頼朝の発願で建立された寺院。平泉中

尊寺の二階大堂を模したため、その所在地を二階

堂という。鎌倉四大寺社の一つとして重んじられ

たが、室町時代中期に廃絶した。

５　些末ながら念のため。人事という言葉は、人間

社会の出来事という意味で用いている。狭義の、

いわゆる「人事」の謂ではない。

６　 は迥（ケイ）の俗字で、字義は、はるか・と

おい。しかし文意からすると、「迫」の誤記と見ら

れる。

７　一般に天変は、実視観望されなければ、それに

よる凶兆は回避されたものとして扱われた。たと

えば日月蝕のとき、雨天や曇天で見えないという

だけでも御祈の効験ありとして恩賞を蒙る。とこ

ろが惑星の変は、地平線の下にあって観望されな

いと計算上わかっていても、変として採り上げら

れている。興味深いことであるが、その事情の相

違については未考。

８　重宗は陰陽師であろう。姓氏は未詳ながら、安

倍氏ではないかと思われる。【２３】にも登場する。

９　国道、親職、晴賢、泰貞、晴茂はいずれも安倍

氏。知輔も安倍氏と推定されている（安田元久編

『吾妻鏡人名総覧－注釈と考証－』（東京、吉川弘

文館、１９９８））。おそらく信賢もそうであろう。

１０　これが宇津宮辻子幕府（宇都宮とも。小町２丁

目）。執権泰時と連署時房の主導により、源氏３

代の大倉幕府（雪ノ下３丁目）から移転した。一

方、頼経は建保６年（１２１８）正月の生まれで、わ

ずか２歳にして下向、この記事当時、６歳である。

嘉禄元年（１２２５）１２月、三寅は新御所に移り、翌

正月に将軍宣下があって４代将軍となった。

１１　「明年御歳七。令当計都星給」とは、７歳になる

と、年回りが計都星に当たることをいい、作事（建

築・修繕）をしてはならないという。計都は月の

昇交点（白道と黄道の交点の一方）を意味する仮

想的天体で、羅 （ラゴウ。月の降交点）ととも

に暗星として不吉視された。直接に観測される天

体ではなく、もっぱら天文占に用いられる。

１２　古記録などでは天候のハレを示す字として晴と

霽とが見られ、何らかの使い分けがあるように思

われるが、諸本間の字句の異同を見ると両字は互

いに通用しており、記者直筆の原本以外では、こ

の違いに拘泥してもあまり意味はなさそうである。

本稿の読者は、いずれにせよハレと読まれて差し

支えない。

１３　距星とは、二十八宿それぞれの西側にある基準

星をいう。惑星は西から東へ向かう状態を順行と

するから、距星よりも東になったとき、「何宿に入

る」と記される。

１４　家通は家実息。同母弟に兼経（岡屋関白）がい

る。
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１５　この間、義時の後室伊賀氏と伊賀光宗が共謀し

て、光宗の女婿藤原実雅を将軍に擁立せんとする

事件があった（伊賀氏の乱）。政子や泰時らはその

処断と頼経の保護に追われ、鎌倉中が物情騒然と

していた。

１６　１２０３年には離角２９度のとき見えた記録が中国・

朝鮮に残っているから、２７度でも条件によっては

観望されたかもしれない。

１７　最初は貞応２年１１月２９・３０日に、明年、御所を

新造すべきことが議論されている。しかし、移転

の沙汰があったのは２年後の嘉禄元年１０月３日で、

１１月になってもなお、方角に関する陰陽師らの意

見が一致しなかった。それでも１２月５日に上棟、

同２０日に移転したというのは、何か尋常ならぬ事

情を感じさせる。

１８　将軍宣下を控えて、瑞兆と勘申してもよさそう

なところ。しかし元々、北条氏は皇族将軍の下向

を希望しており、摂家将軍は次善の策に過ぎない。

成長後の頼経は、次第に反得宗勢力の中心人物に

擬せらるるに至り、ついに寛元４年（１２４６）７月、

鎌倉を追放され、京都に送還された（宮騒動）。

１９　たびたび指摘する如く、当時の天文道の計算技

術は高く、一桁違うようなことはない。

２０　掩、原文「撩」。吉川本・島津本によって改めた。

撩でも通じないことはないが、掩のほうがより相

応しい。ちなみに、現代天文学でも月による星蝕

を掩蔽という。

２１　とくに増光していないにもかかわらず、天文道

がそう申告したならば、きわめて作為的で、「為に

するところある」を感じさせる。反得宗勢力によ

る放火も疑われよう。

２２　こののち、宮城内に内裏が再興されることはな

かった。

２３　迫、原文「廻」。吉川本および意により改めた。

２４　安徳帝の入水は寿永４年（１１８５）３月２４日で、

広元の密奏は正に予言が的中した形である。文献

２の史料【３８】を参照のこと。

２５　四条は前年に誕生したばかり。この譲位は四条

母の中宮 子が九条道家の娘で、道家の要請した

ことであった。道家はまた将軍頼経の父でもあり、

その隠然たる勢力伸張の動きは幕府を大いに警戒

させることになる。本稿【４７】参照。

２６　場所は、１０５４年の超新星爆発の残骸、かに星雲

（M１）付近。ちょうど、おうしの角の先端に当た

る。ヨーロッパに記録のない、この超新星が、「客

星出現」として『明月記』や中国文献などに記載

されていることはよく知られている。

２７　余談ながら、この星団は、（一つの恒星ではな

く）星の集団であることをガリレオが自作の望遠

鏡を以って発見したことで有名である。

２８　この年１１月２３日に嘉禎から暦仁へと改元した、

その理由は「 惑変」で、おそらくこの変がそれ

であろう。鎌倉には１２月９日に報知が届いている。

なお、暦仁は文章博士藤原経範が『隋書』から撰

した年号であったが、「略人」（逮捕監禁の意）と

同音のため、好からぬ風評が立ち、翌年２月、す

ぐに延応と改元された。わずか２か月余り用いら

れた年号である。

２９　国立天文台編『理科年表』第７７冊　２００４（東京、

丸善、２００３）によれば、オリオン座流星群は５８５、

９３０、１４３６、１４３９、１４６５、１６２３年などに出現が著

しく、流星雨として記録されている。母天体は、

かのハレー彗星である。一方、この年（１２３８）、し

し座流星群が流星雨として記録されているが、こ

れは太陽暦１１月下旬で、ひと月ほど先である。

３０　【４２】は国史大系本にない。阿部隆一解題『振り

假名つき　吾妻鏡　寛永版影印』（東京、汲古書院、

１９７６）に拠った。

３１　曜、原文「耀」。島津本により改めた。

３２　侯、原文「喉」。意によって改めた。

３３　それに対し、『玉葉』は逐日に記された個人の日

記であり、記者の態度・意識が全く異なる。

３４　その意味で、『吾妻鏡』には、古代の六国史など

と同様の正史としての性格が内在する。

参考文献（順不同）
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に「 惑」を拾う―」（『埼玉学園大学紀要　人

間学部篇』　第３号、２００３）

文献２：拙稿「『玉葉』に見える惑星記事の考察」

坂東武者は惑星の変を怖れたか



（三田古代史研究会『政治と宗教の古代史』（東

京、慶應義塾大学出版会、２００４）所収）

文献３：『新訂増補国史大系　吾妻鏡（普及版）』（東

京、吉川弘文館、１９７８-７９）

文献４：斉藤国治『国史・国文に現れる星の記録の

検証』（東京、雄山閣出版、１９８６）

文献５：大崎正次『中国の星座の歴史』（東京、雄

山閣出版、１９８７）

文献６：楊家駱主編『中国天文暦法史料』（台北、鼎

文書局、１９７７-７８）

補記
　文献２において、牽牛を文字どおり牽牛星（いわゆ

るヒコボシ）と考えたために、不審と記した箇条があ

る。しかし牽牛は牛宿（やぎ座）の別名としても用い

られ、それならば問題なく解釈できることに気付い

た。ここに記して訂正する。
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